
様式第二号の八(第八条の四の五関係)

富山市長 殿

産業廃棄物処理計画書

(第 1面)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他そ
の処理に関する計画を作成したので、提出します。

事業場の名称

提出者

住所富山市会海岸通3番地

氏名三菱ケミカル株式会社富山事業所

事業所長久保田喜文

電話番号 076-437-1510

事業場の所在地

令和5年6月26赫

当該事業場において現に行っている亊業に関する事項

画

①事業の種類

期

三菱ケミカル株式会社富山事業所

②事業の規模

間

富山市海岸通3番地

③

令和5年4月1日~令和6年3月3 1日

従

製造業化学工業

業

④産業廃棄物の
一連の処理の工程

出荷額156億円

数 472名

別紙(処理工程)のとおり

細本産業規格 A列4番)

計

員



産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

(管理体制図)

別紙記載の通り

(第2面)

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状

【前年度(令和4年度)実績】

産業廃棄物の種類_

排

(これまでに実施した取組)

出

②計画

_与1.

主巳_

{目標】

別紙の 1とおり

産業廃棄物の種類

産業廃棄物の分別に関する事項

排

(今後実施する予定の取組)

①現状

出 量』

②計画

別紙の1とおり

(分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

・ガラス、陶磁器、廃プラスチックの分別強化 q羽分化)を開始し、リ
サイクル促進を実施。

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及ぴ分別に関する取組)

・埋立て処分品目の更なる分別を強化し、りサイクルを挑進。



自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

①現状

【前年度(令和4年度)実績】

産業廃棄物の種類_

自ら再生利用を行った
産業廃棄物の J〒1

(第 3面)

(これまでに実施した取ネ即

該当なし

実績なし

②計画

【目標】

実績なし

産業廃棄物の種類_

自ら行う産業廃棄物の中問処理に関する事項

ら再生利用を行う
業廃棄物の戸

(今後実施する予定の取組)

該当なし

計画なし

①現状

【前年度(令和4年度)実績】

産業廃棄物の種類_

白ら中問処理により減量した
物の世産業廃 棄

(これまでに実施した取ミ扮

汚泥脱水工程の安定運転継続による廃棄物重量の削減。

(豆)言十画

【珂標】

汚泥

産業廃棄物の種類_

t

1937.0

口ら中問処鯉により減量する
産業廃棄物の量

回収を行
棄物の

(今後実施する予定の取キ脚

汚泥脱水工程の安定運転継続による廃棄物重量の削減

2111.3

自
産

た
量

つ
の

を
物

収
棄

回
兆

"ら
業

自
産

丸
"
廃

ら
業

自
産

う
量



自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

①現状

【前年度(令和4年度)実績】

産業廃棄物の種類_

自ら埋立処分又
海洋投入処分を行っ
産業廃棄物の

(第4面)

(これまでに実施した取組)

該当なし

②計画

【目標】

実韻なし

産業廃棄物の種類

ら埋"処分又{
海洋投入処分を行う
産業廃棄物の ゞ

産業廃棄物の処理の委託に関する事項別紙2のとおり

(今後実施する予定の取組)

該当なし

計画なし

【前年度(令和4年度)実績】

産業廃棄物の種類_

①現状

全処理委託

優良認定処理業者への
委処理 託」

再生利用業者への
処理委託異

認定熱回収業者への
処理委託 f

t

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
凡理委託量

(これまでに実施した取ミ田

は
た
量

量



【目標】

産業廃棄物の種類_

全処理委託量_

乏)計画

別紙2のとおり

(第 5 面)

優良認定処理業者への
処理委託量

再生利用業者への
処理委託 ,ヲ

認定熱回収業者への
処理委託

^

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処理委託量

(今後実施する予定の取組)

t

※事務処理欄

t



備考
1 前年度の産業廃棄物の発生量が1,冊0トン以上の事業場ごとに1枚作成すること。

当該年度の6月30日までに提出すること。

「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の湘は、以下に従って記入するこ
と。

2

3

御①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。
松)②桐には、製造業の場合における製造品出荷額(前年度実ネ勵、建設業の場合における元請
先成工事高(前年度実韻)、医療機関の場合における病床数(前年度末時点)等の業種に応じ
事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。

岱)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するま
での一連の処理の工程(当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。)を記入すること。

4 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中
間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間
処理を行うことによって減量した量について、前年度の実韻、目標及び取組を記入すること。

5 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量
を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行
令第6条のⅡ第2号に該当する者)への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱河収
施設設置者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第玲条の3の3第1項の認定を受けた者)であ
る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者へ
の焼却処理委託量について、前年度実頴、目標及び取組を記入すること。

6 それぞれの欄に記入すべき亊項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと
おり」と記入し、当該柵に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の
種類が3以上あるときは、前年度実綾及び剰標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入
すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないとき
は、「ー」を記入すること。

※欄は記入しないこと。

(第6 面)

7



別紙1

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状

【前年震(令和4年度)実影口

産業廃棄物の粒類_

排

(これまでに実施した取ミ田

・各工場ごとの排出量を毎月の安全衛生委員会で事業所内に周知。排出量の可視化により排出抑制を意識付け。
・廃棄物担当者会議捻回/制を開催し、分別教育を実施。
・排出抑制について課内教育を実施。
・安定運転継続による製品ロス削減。
・事業所ゼロエミッション珂標の達成と埋立て最の削減を継絖伐022度ゼロエミッション厩標0.2%→実姦如,0舵%達成)

出

②計画

攝

【目標】

汚泥

産業廃棄物の種類_

4787.3

別紙2

産業廃棄物の処理の委託に関する川項

排

π96.6 t

(今後突施する予定の取組)
各工場ごとの排出量を毎月の安全衛生委員会で琳業所内に周知。排出量の可視化により排出抑制を意識付け。
廃棄物担当者会議〔2回/年)を開催し、救育を突施。
挑出抑制について課内教育を尖施。
安定遅転継統による製品ロス削減。
事樂所ゼロエミッション目標の達成と埋立て敬の削誠を継統(ゼロエミッション目標0.器だが2022年度実荊如,002%机当に努める)

廃油

出

23.0

廃酷

雄t

汚泥

30.4

廃アルカリ

5218,20

7953.3 t

廃油

1 13.3

【前年座(令和4年皮)実鞁】

①現状

虜ブラスチック類

産業廃棄物の卿懸_

25.1

全処理委託量 t

廃酸

546.フ

木くず

纏良認定処則業門への
処理委託},t

認.1

廃アルカリ

ι.

174.9

凡

認定熱回収拠者への
処理委託_i

金属くず

d

1[

123.5

認延熱回収業占以外の
熱阿収患行う業寺への
処雌妥託 1,

t看1尼

'

応ブラスチソク新

(これまでに実施した取ネ田

・定期的な現地確認(処理状況、維持管理状況、周辺状況等)の突施による委託先の適正処理状況の把握と指導。
・産業廃棄物管理票(マニフェスト)の廃掃法述反を防ぐ自社のシステムを使用し、管鯉を徹底する。
・再資源化の推進に向けた最適な委託先の闘査探索を実施し、事業所ゼロエミッション伺標の達成と埋立量の削減を継続。

ゴへの

103,5

〔

2818、 3

ガラスくず

5327.6 じ

595.9

釣8.2

廃油

木くず

25舗.フ

6.3

【目ず幻

②計画

燃え殻

器.0

1 17.8

190.フ

産業廃棄物の種類_

廃酸

認.8

金属くず

全処理委託量[

14.1

2.1

3.0

がれき類

30.4

優良認定処則業仟への
処則委託址

廃アルカリ

10.1

112.8

ガラスくず

30.4

フ.1

ι一

凡

29.4

0.5

認定熱回収業者への
理託

ぱいじん

113.3

硫ワラスチック断

認定熱回収業行以外の
熱阿製在行う業占への
{典!委託枇

H 3.3

6.9

1弓1尼

ι

燃え殻

(今後実施する予定の取組)
定期的な堺地確認(処理状況、維持管理状況、周辺状況等)の実施による委託先の適正処理状況の把握と指導。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)の廃婦法違反を防ぐ自社のシステムを使用し、管理を徹底する。
再資源化の推進に狗けた最適な委託先の凋査探索を実施し、事業所ゼロエミッション目標の達成と埋立量の削減を継統。

1505.0

'への

52.8

3072.0

混合廃棄物

546.フ

認07.1 t

9.0

木くず

348.2

979.0

2.3

廃油

がれき類

2818.5

48.4

0.0

398.0

永銀使別製品

2.8

174,9

25.1

128.4

75.8

金属くず

0.5

廃酘

24.8

ばいじん

5.0

鮎.3

15.3

174.9

0.8

3.3

103,5

誌.1

1640.5

ガラスくず

廃アルカリ

11.0

103,5

混合廃棄物

33.1

103.5

フ.フ

32.0

123.5

6.3

廃ツラスチック師

0.0

燃え;段

123.5

3.0

水鈿使川製品

6,3

0,0

57,6

6.3

5鮖.9

2.1

がれき類

9,8

木くず

379.6

0.9

2.1

認.8

4器.8

2.1

NO.フ

0.5

82.6

ばいじん

金属くず

0.5

5.4

72,3

190.フ

1505.0

0.5

"2.8

混合脆棄物

ガラスくず

0.0

H2.8

0,0

15備,0

Π2.8

0,0

2.8

水銀使刑製品

6.9

0.0

燃え殻

2.8

6.9

0.0

2.8

6.9

0.8

2,3

がれき類

0.0

0.8

2.3

0.0

0.8

2.3

0.5

ばいじん

0.0

0.5

0.0

1640.5

0' 5

混合廃棄物

0.0

0.0

16如.5

0.0

3,0

水銀使麟襲品

0.0

3.0

0.0

3.0

0,9

0.0

0.9

0.0

0.9

0.0



廃棄物処理に係る管理体制

三菱ケミカル渊富山事業所では、レスポンシブルケアのひとつである環境保全推進のために、環境管理システ
ム(1S014001)認証取得し、その活動のひとつとして、外部処分量の削減に加え、廃棄物発生原単位
の削減の巨標を定め継続的改善を積極的に行っている。

廃棄物担当

環境安全・品質保証部

環境安全・品質保証部環境・安全G

廃棄物部会

役 産業廃棄物管理部門

0廃棄物処理に関する検討

廃棄物の発生抑制、減量化、循環利用(再使用・再生利用・熱回収)、適正処理の
推進、計画的な廃棄物の権利運営を行う上で必要な事項を検討する。

・委員長一事業所長

割

・事矛劣局一環境安全部

0廃棄物処理方針の策定

0廃棄物処理計画の作成

0廃棄物管理状況の把握と改善策の検討

0処理業者、再生利用業者の調査、選定及び管理

・委員一関連部署製造部長等

0工場の廃棄物管理規定の策定・改廃

0廃棄物処理に関する各種事項の決定、承認

0産業廃棄物管理票の管理

0特別管理産業廃棄物管理責任者等の設置

0監督官庁への各種報告

0社員、関連会社に対する教育、啓発

0その他関係する事項

製造部門
{各工場}

環境管理委員会

普通の産業廃棄物

産業廃棄物管理部門

廃棄物担当者会議

動力課

特別管産業廃棄物

特別管理産業廃棄物管理貢任者



回1 アセテート製造部(アセテート繊雑製造工程)

フィラメント
原液

巨今GD

麹2 樹脂製造部(フクリル樹脂製造工程)

ろ過

アク1"、づト

回収

紡糸

エスカ

<匝亘>

鋼ム

アクリライト課

仕上

重合

席1」^^

図3 動力課

回収

廃池

加熱脱揮

後重合

回収

もえがら

ホ'イラ

発電機

塵油

紡糸

賦牙

ばいUん

PC灰

もえがら

,冊ビン為

図4 温水、蒸気ボイラー

凹社くず

仕上

歴王ヨ
もえがら

梱包

排煙処理

"ケトくず

不良シ・ト

金煽くず

コン,リート

廃酸石綿

永銀使用製品産

回5 機能ポリマー

梱包

排水処理汚誇

梱包

フロン

重合

麹5 排水嬰理場

PH調整

煙突

国6その他

乾燥

曝気

その他

廃プラ

汚泥

粉砕

沈殿槽

汚泥

包装

廃泊

弓泥脱水

癖プラ

号泥

金属くず

金属くす

木屑

廃"■リ

PC B庚棄

コンウリート

感染性

ガラ


